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           冬期休業期間における新型コロナウイルス感染症対策について（通知） 

 

 教務委員会委員長からの依頼及び提案に基づき、冬期休業期間における新型コロナウイ

ルス感染症対策については、以下のとおり通知する。 

 

【冬期休業期間における新型コロナウイルス感染症対策】 

 緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が冬期休業期間中に国内で発令されている場合、 

冬期休業明けの授業再開日から１週間の令和４年１月１１日（火）から１７日（月）を遠隔 

授業期間とする。 

（なお、発令が出されなかった場合は、通常どおり授業を行います。） 

 ただし、授業担当教員の判断により対面授業での開講を可とする。（※） 

 また、冬期休業期間中に緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置対象地域に移動した者

は、必ずＰＣＲ検査を受けることの協力依頼を行う。 

※授業の到達目標を達成する上で、対面授業にて開講する必要がある科目があることか

ら、授業の開講方法が実技、実験、実習、講義・実技の科目については、対面で開講でき

ることとする。ただし、令和３年１０月１日通知の「令和３年度後期の授業実施に係る方

針について」に基づき、必要な学生間の距離（2m）を確保し、３密を避けた上で開講す

る。 

 

【ＰＣＲ検査の受検体制】 

 授業再開時に学内でクラスター等を予防し、学生の安心・安全を確保するためには、学生

が対面授業を受けるまでにＰＣＲ検査を受検し、自身が陰性であることを確認した上で受

講する環境が必要であるため、「令和３年度後期の授業実施に係る方針について」に基づき、

緊急事態宣言地域またはまん延防止等重点措置地域に移動した学生に対して、ＰＣＲ検査

受検の協力依頼を行う。 

 また、ＰＣＲ検査の受検結果が出ていない者が、対面授業を受講する場合は、授業担当教

員の判断により、見学等の対応をとることとする。 


